
 
（別紙様式４－２）                                                 （特別支援学校用） 

（ 熊本聾 ）学校 令和６年度（２０２４年度）学校評価表 

１ 学校教育目標 
豊かなコミュニケーション力と確かな学力の向上を図り､様々な人と関わり合いながら自ら社
会参加していく態度を育成する。 

 

２ 本年度の重点目標 
●本年度の重点事項 
① コミュニケーション力の育成 
② 基礎学力の定着 
③ 社会性の育成 
④ 進路指導の充実 
⑤ 乳幼児教育相談の充実 
⑥ 理容科の魅力発信 
◇具体的な取組 

 〇教職員の専門性の向上（教科指導力・自立活動）【研究部】 

・教師の授業力向上及び手話力向上に資するため、研修を計画的に実施する。 

・授業を参観しやすい体制を整え、グループや教科毎に授業を公開する。 

・本校独自の「くまろう自立活動段階表」の加筆修正と利活用を推進する。 

〇聴覚障がいに関する専門性の向上【聴覚支援センター部】 

・各種研修の実施と、関係機関との連携を推進する。 

〇個別の教育支援計画等のより効果的な活用【教務部】 

・教務支援システム「賢者」を運用し、業務の効率化を図る。 

・ＰＤＣＡサイクルを意識した指導及び評価を目指す。 

○キャリア教育の充実・推進【進路指導部】 

・進路指導計画を作成し、各部毎に身につけるべき力を明確化し、全職員で共有する。 

・進路関連の情報を発信し、保護者と連携した進路指導を推進する。 

○センター的機能の発揮【聴覚支援センター部】 

・県内の聴覚障がい教育推進の拠点として、校外からの教育相談依頼や研修依頼に積極的に寄

与していく。 

・乳幼児教育相談の更なる充実を図り、県内各地からの相談依頼に可能な限り対応していく。 

○安全安心な学校生活づくりと安全教育の充実【生徒指導部、健康教育部】 

・いじめ防止等対策委員会を核として、いじめの早期発見や未然防止等につなげる。 

・交通安全、不審者対応、防災、携帯・スマホ等の課題に対する取組を充実する。 

○幼児児童生徒の心身の健康に関する取組の充実【健康教育部、聴覚支援センター部】 

・健康を保持するための情報提供や自己管理する力につなげるための取組を実施する。 

・保護者と連携し、思春期の生徒たちに対するカウンセリングの充実を図る。 

○ＩＣＴ活用の充実及び教材の共有化【情報管理部、教務部】 

・教材や指導案等のデータの共有・管理を徹底し、業務の効率化につなげる。 

○人権尊重の精神に立った学校づくり・人権教育の推進【人権教育推進委員会】 

・教職員の人権感覚を磨くための人権教育研修を実施する。 

・幼児児童生徒が自己肯定感を高め、多様性を認め合う共生の心を育む。 

○認め合い、支え合う職場づくりの推進【総務部】 

・学部会、分掌部会、総務会、運営委員会等を通じて、各学部・寄宿舎等の職員間で情報を共

有し、風通しが良く、働きやすい職場づくりを目指す。 

○不祥事を未然に防ぐための取組推進【不祥事防止委員会】 

・管理職及び関係分掌部と連携を図り、不祥事防止のための研修を実施する。 

〇基本的生活習慣の確立と社会性の育成【寄宿舎】 

・寄宿舎指導員や舎監、管理職と連携し、児童生徒の生きる力を育成する。 

○学校予算の円滑な執行と幼児児童生徒が学びやすく、職員が働きやすい環境づくり【事務部、

総務部】 

・教育的ニーズに対応し、計画的・効率的に予算執行を行う。   
 
 

 



３ 自己評価総括表 
  評価項目 

評価の観点 具体的目標 具体的方策 評価 成果と課題 
大項目 小項目 

 
学校 
経営 
 

・学校教
育目標及
び学校経
営努力事
項の周知
と具現化 
 

・学校教育目標
及び重点目標に
沿った教育活動
が実施できたか
。 

・理容科の魅力
化を推進する。 

・ホームページ

等を活用して、

月に一度は外

部や保護者に

発信する機会

をもつように

する。 

Ａ ・ホームページで理容
科の実技の様子を動画
で紹介し、発信方法を
工夫して魅力化を推進
することができた。 

・業務改
善・働き方
改革 

 

 
 

・勤務時間を管
理し､長時間勤
務の削減に取り
組むことができ
たか｡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・業務の平準化
ができたか。 

・週に一度、定

時退勤日を設け

て、１８時まで

に退勤する。 

 

 

 

 

・時間外在校等

時間が３ヶ月連

続で４５時間を

超える職員を全

職員の１０％以

下にする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・業務の内容や

分担が偏らない

ように、情報の

共有や改善策の

検討を行う。 

・定時退勤日の

学校の施錠時

刻を１８時に

する。また、朝

会で遅くとも

１８時までに

は退勤するよ

うに周知する。 

・時間外勤務の

長い職員に対し

て､随時声かけ

を行う。朝会等

で、前月の勤務

時間の状況等を

周知する。 

・３ヶ月連続で

勤務時間が４５

時間を超えた職

員には、教頭と

衛生管理者が面

談を行い、健康

状態や勤務の効

率化等に関する

アドバイスを行

う。 

 
・管理職と各学
部主事・主任や
分掌部長が普段
から情報共有を
行い、挙がって
きた課題に対し
て改善策を検討
する。 

Ｂ ・毎週、定時退勤日に
は朝会で周知し、定時
退勤日の施錠時刻１０
分前には声を掛けたこ
とで、１８時を大幅に
過ぎて退勤することは
なかった。 
 
 
 
・衛生管理者と教頭で
面談を行う際には疲労
度をチェックするアン
ケートを事前に実施し
て、健康面への意識を
高めるようにした。ま
た、残業時間の中で、時
間を多く費やす業務を
洗い出して改善策を話
し合った。時間外在校
等時間が３ヶ月連続で
４５時間を超えたこと
のある職員が、１２月
までに７３人中１７人
（約２３％）いたため、
目標数値は達成できな
かった。しかし、時間外
合計時間（４月から１
２月まで）は昨年度よ
りも約940時間減らす
ことができた。 
・残業時間が多い職員
で、業務内容の偏りが
あった時に、関係の職
員と相談して業務を分
散することができた。 

 
授業 
の充実 
 

・個別の
教育支援・
指導計画
の作成と
運用 

 
 

・賢者による個
別の教育支援・
指導計画の作成
と運用ができた
か。 

 

・賢者による個

別の教育支援・

指導計画作成に

取り組み、運用

を進め、幼児児

童生徒の学びの

支援・指導に役

立てる。 

・賢者による個
別の教育支援計
画・指導計画の
作成、実践、評
価、引き継ぎな
ど、運用に関し
て前期末、後期
末にアンケート
等で意見、要望
等を集約する。
その結果を職員
間で共通理解し
て作成方法を明
確にし、学びの

Ｂ ・賢者システムによる

個別の教育支援計画、

指導計画に加えて、通

知表、指導要録も作成

に取り組むことができ

た。本校独自の諸帳簿

作成のマニュアルを整

備し、職員の負担軽減

と継続的な個別の支援

・指導につながるよう

にしていく事が今後の



支援、指導の改
善につなげる。 

課題である。 

 
・教職員
の専門性
の向上～
自立活動
の視点か
ら～ 

 

 
 

・自立活動の基
礎・基本を押さ
えることができ
たか。 

・幼児児童生徒
の丁寧な実態把
握を基に、指導
目標や指導内容
を考え、実践を
行うことができ
たか。 

・自立活動の基
礎・基本を押さ
えることができ
る。 

・幼児児童生徒

の丁寧な実態把

握を基に、指導

目標や指導内容

を考えることが

できる。 

・幼児児童生徒
の実態を基に授
業づくり（授業
計画、授業の進
め方、手立ての
工夫など）に努
め、授業改善を
図る。 

・自立活動の基

礎・基本につい

ての研修を行

う。 

・聴覚障がいに

おける自立活

動や「くまろう

自立活動段階

表」の活用の仕

方についての

研修を行う。 

・自立活動の６

区分２７項目

を踏まえた実

態把握の仕方

や課題関連図

作成の研修を

行う。 

・県教委主催ス

キルアップ研

修の代表事例

による研究授

業及び授業研

究会を行い、授

業改善につな

げていく。 

Ｂ ・取組テーマ「教職員
の専門性の向上を目指
して～自立活動の視点
から」のもと、自立活動
研修計画を立て、実施
した。自立活動の基礎・
基本を押さえるととも
に、聴覚障害教育にお
ける自立活動について
の研修を行い、理解を
深めることができた。
また、自立活動６区分
２７項目での実態把握
のワークショップ時、
くまろう自立活動段階
表を活用しながら、グ
ループで考えることが
できた。くまろう自立
活動段階表の更なる積
極的な活用が課題であ
る。 
・スキルアップ研修代
表授業及び授業研究会
では、授業の気付きや
感想等を出し合うとと
もに、障がい認識に関
するこれまでの取組を
振り返りつつ、良かっ
た点や課題点、今後の
改善について、グルー
プで意見を出し合い、
協議を深めることがで
きた。 

キャリ
ア教育 
(進路 
指導) 

・学部間
のキャリ
ア教育の
連携 
 
 

・学部間で、卒
業後の進路を始
めとするキャリ
ア教育について
連携を取ること
ができたか。 

・キャリア･パ
スポートの運用
と記録内容につ
いて評価する。 
 
・各学部の取組
および卒業後の
進路希望を職員
間で共有する。 
 
 
 
 
・全学部通して
の進路指導計画
を作成し、学部
ごとに身に付け
るべき力を明確
にする。 

・学期ごとに
キャリア・パス
ポートの記録
内容を確認し､
年度ごとに見
直し､適切な運
用ができてい
るか評価する｡ 
・保護者との面
談を定期的に実
施し、将来の進
路希望や将来に
関して不安に感
じていることな
どを把握する。 
・各学部の進路
に関する取組
について､進路
ニュースや校
内掲示を通し
て伝える。 
 
・現状の進路指
導計画とキャリ
ア教育の学習プ
ログラムを、学
部間の連携等を
重視して検討を
行い、見直しを
する。 

Ｂ ・キャリア・パスポー
トについて、今年度か
ら『分からなかった言
葉に線を引く』『取得し
た資格・検定等を記入
する』取り組みを始め、
学部ごとに運用の確認
をすることができた。 
・面談で得られた情報
や意見を基に、現場実
習を実施したり、施設
についての情報を提供
したりすることができ
た。 
 
・進路ニュースを多く
の方に見ていただける
よう、各学部の取組の
他、進学、就職、福祉等
についての情報をバラ
ンスよく伝えることが
できた。 
・各学部に検討をお願
いしている段階で、ま
とめるには至っていな
い。今後、年度末に向け
てまとめていきたい。 



生徒 
(生活) 
指導 

・校則や
ルール､マ
ナー等の
順守と安
全教育の
充実 
 
 

・交通安全意識
を向上させ、実
生活に活かすこ
とができたか。 
 

・外部機関等と
連携し各学部で
子供の実態に応
じた交通安全教
室を実施する。 
・ヘルメット着
用率を向上させ
、反射材装備率
を100％にする。 

・登校時のみな
らず普段の生
活でも交通安
全に努めるよ
う説明する。 
・９月と１月に
ヘルメット着
用と反射材の
装備を確認す
る。 

Ｂ ・各学部で、警察と連
携して交通安全教室を
実施し、交通安全意識
を向上することができ
た。 
・ヘルメット、反射材
については下校時に着
用を促したが、100％の
着用率、装備率には至
らなかった。 

人権教
育の推
進 

・命を大
切にする
心を育む
指導の充
実（教師の
実践的指
導力の向
上） 
 
 
 

・幼児児童生徒
の自尊感情を
高め、自他の命
や他者の思い
を大切にする
心を育むこと
ができたか。 
・自他の障がい
種や多様性の
理解を深める
ことができた
か。 

・年２回､幼児
児童生徒の実態
に即した特設授
業を実施する｡ 
・日々の生活の
中で自他の命を
大切にする言動
を育む。 

・６月と１２月
を人権教育推進
月間とし､実態
に合わせた授業
実践を行う。 
 
 
 
 
 
・推進委員会
からの研修立
案による人権
感覚を磨く機
会を設ける。 
 
・全教科全領域
で人権の視点
に立った実践
を行う。 

Ｂ ・６月の「心のきずな
を深める月間」と１２
月の「人権月間」に合わ
せて、小中高では特設
授業を実施した。舎で
は石川県や鳥取県の寄
宿舎との交流会を行っ
た。また、年間を通して
幼児児童生徒の実態に
即した課題から、人権
教育を含む指導を行う
ことができた。 
・職員同士の語り合い
をテーマに設け、校内
研修を２回実施した。
日々の実践や先輩教職
員の経験等を話したり
きいたりすることで、
お互いに人権感覚を磨
く機会となった。事後
アンケートからも、「満
足」「今後の指導に活か
したい」等の評価を受
けた。 

いじめ
の防止
等 

・いじめ
防止に対
する幼児
児童生徒､
職員の危
機意識の
向上 
 
 

・いじめの早期
発見や未然防止
を行うことがで
きたか。 

・いじめは人間
として絶対に許
されないという
意識を、幼児児
童生徒に徹底す
る。 
 
 
 
 
 
 
・生徒･職員の
情報リテラシー
･モラルの向上
を図る。 

・学級活動や児
童会、生徒会活
動等の場を活
用し、児童生徒
自身がいじめの
問題の解決に向
けてどう関わっ
たらよいかを考
える時間を設定
する。 
・幼児児童生徒
の情報を共有
する。 
・幼児児童生徒
による「いじめ
を許さない宣
言」等の啓発活
動を行う。 
 
 
・学校や寄宿舎
において、年間
を通して、「心
のきずなを深
める」「情報リ
テラシー・モラ
ルの向上」の教
育活動を継続
する。 

Ｂ ・11月実施の心のアン
ケートでの「いじめは
どんな理由があっても
いかないことだと思い
ますか」との問いに対
して、「いけないことだ
と思う」と回答した児
童生徒は83％に留まっ
た。「理由によっては」
という児童生徒が18％
いるといことを肝に銘
じ、いじめを許さない
宣言等の啓発活動等を
通して、徹底した指導
を行っていく。 
・行事等を通して、児
童会・生徒会を中心に
心のきずなを深める活
動を積極的に行うこと
ができた。 
・生徒朝会や長期休業
前の集会でスマートフ
ォンやインターネット
の使い方に関する注意
喚起を行った。７月に
は「中高スマホ・携帯安
全教室」を開き、SNS使
用の際の基本的な注意
事項を含む、情報リテ
ラシー･モラルの指導
を行うことができた。



今後はあらゆる犯罪の
危険から身を守るため
の指導を警察と連携し
て、継続的に行う。 

地域 
支援 

・教育相
談、専門性
向上の充
実 
 
 

・教育相談を受
けられた方が安
心され､次の取
組への目標の設
定や､活動への
意欲が見られた
か。本校教育活
動に対して理解
されたか。 
・専門性向上の
ため校内外の研
修会の充実が図
られたか。 

・聴覚障がい児
･者に対する環
境整備、配慮等
を助言する。 
・聴覚障がい児
・者に関わる人
々の理解を深め
る教育相談、研
修を行う。 
 

・全職員で協力
して乳幼児教
育相談や小中
高校生の教育
相談に対応す
る。 
・専門講師を招
聘した研修を
行い､本校を始
め地域の聴覚
障がい児に関
わる専門性を
高める。 
・地域とのネッ
トワークを充
実させ､実態弥
ニーズの把握
を行い、効果的
な教育相談を
行う。 

Ａ ・乳幼児教育相談での
保護者学習会や、土曜
日学習会での先生方の
参加・協力ができた。 
・夏休みに行った「専
門性向上研修」も、先生
方のニーズに応じた内
容であった。 
・課題は次の教育相談
者への引き継ぎ、新し
い部員への引き継ぎで
ある。 
・次年度は聴力測定に
ついての職員理解を図
りたい。 

地域連
携(ｺﾐｭﾆ
ﾃｨ･ｽｸｰﾙ
など) 

・福祉こ
ども避難
所運営計
画の改善 
 

・避難所運営の
マニュアルを改
善することがで
きたか。 
 

・福祉こども避
難所になった際
の役割分担及び
活動内容を再検
討する。 
・福祉子ども避
難所マニュアル
を見直す。 

・熊本市障がい
福祉課と連携し
ながら､福祉子
ども避難所運営
の組織体系や本
校職員協力体制 
を改善し､避難
所運営マニュ
アルの精度を
高める｡ 

Ｂ ・こども福祉避難所の

開設訓練を見学するこ

とができた。その際に

熊本市の防災担当の人

と顔合わせができ、情

報交換ができた。マニ

ュアルの読み合わせが

今年度はできなかった

ので、次年度はじめに

担当者で読み合わせを

行う予定。 

危機管
理 

・安全安
心な学校
作り 
 
健康教育
部 

・職員の危機管
理意識を高め､
幼児児童生徒の
実態に応じた安
全教育や防災に
対する関心を高
めることができ
たか。 
 

・事故、傷病発
生時に備えて全
職員に対応方法
について周知す
る。 
・アレルギー対
応について全職
員が日頃から危
機意識を持てる
ようにする。 
・全職員､幼児
児童生徒が､火
災や地震発生時
の避難方法・経
路・避難場所を
確認する。幼児
児童生徒に、事
前事後学習を行
い、防災意識を
高める。 
・避難訓練を年
３回以上実施す
る。 
・災害時や地震
発生後の対応に
ついて､一斉メ
ール等を活用し

・事故、傷病発
生時の研修を
行い、AEDの使
用法や緊急連
絡の方法を体
験する。 
・アレルギーに
関する幼児児
童生徒の実態
を全職員に周
知し、アナフィ
ラキシー症状
への対処方法
を確認する。 
・日常的な安全
点検の他に､地
域の避難場所
や通学路の危
険個所を把握
する。 
・事前事後学習
を健康教育部
が中心となっ
て行い、幼児児
童生徒の防災
意識を高める。 
・訓練後は、危

Ｂ ・毎月の安全点検を確
実に行った。危険箇所
は写真を添えて報告し
修理や対策ができた。 
・心肺蘇生法(AED)と
アレルギーの職員研修
を年度はじめに行い、
全職員の意識を高める
ことができた。 
・シェイクアウト訓練
は事前に告知するパタ
ーンと告知なしのパタ
ーンを実施した。アン
ケートからも意識が高
く、スムーズな対応が
できていた。火災、地震
の避難訓練では避難か
ら人員点呼、報告の流
れを確認し、効果的な
訓練ができた。 
・訓練後は各学部で事
後指導を行った。子ど
もの実態に合わせて、
必要な知識・状況に合
わせた避難の方法を指
導できた。 
・訓練後のアンケート



て保護者と情報
共有する 

機管理マニュ
アルを見直し、
改善を行う。 

にそって今後改善を行
う予定。 

・幼児児童
生 徒 の 安
全 確 保 体
制の充実 

 

・これまでの幼
児児童生徒捜索
･不審者対応等
の問題を検証し
､安全安心な学
校環境の実現に
向け､早期に対
応しているか。 

・危機管理マニ

ュアルの改訂を

行う。 

・児童生徒行方
不明捜索訓練に
おいて、ＩＣＴ
を活用し、迅速
な情報の共有と
連携システムを
構築する。 

・昨年度の課題

を危機管理マニ

ュアルに反映さ

せる。 

・捜索訓練時に
google meetを
使用して情報の
共有、本部から
の円滑な指示、
マップへの書き
込みによる視覚
化を行う。 
 

Ｂ ・幼児児童生徒捜索訓
練では、対象生徒の行
動を予測し緊張感のあ
る訓練を実施すること
ができたが、発見には
至らなかった。このこ
とを踏まえ、日頃から
幼児児童生徒の見守り
を徹底し対応していく
重要さを痛感すると同
時に、初動の重要さを
改めて感じた。そのこ
とについては、訓練終
了後、全職員に周知し
た。 

 

４ 学校関係者評価 
〇長時間勤務の削減取組が難しい中、昨年度に比べて減らすことができていることはすばら
しい。 

〇保護者の評価が厳しいところがある。保護者によって評価が分かれるところがあるのでは
ないか。普段から意見を言いやすい環境づくりが大切である。 

〇福祉子ども避難所のことで、今年度マニュアル作りと見直しがあっている。学校と保護者
の協力体制ができているところで、福祉子ども避難所としての訓練を学校、保護者、熊本
市での実働を考えている。検討していただきたい。 

〇手話施策推進法が国会にだされ、手話に関する環境が変わってくることが予想される。ろ
う文化といわれる聞こえない人たちの独特な考え方、生活様式など、違いのわかるろうの
先生方は必要であり、ろうの先生が少なくなることは心配である。 

〇「デフデザイン」というろう者に使いやすいデザインを大切にされることが必要である。 
〇正門の送り迎えでの見えにくさがあるので、ミラーをつけてもらいたい。 
 

 

５ 総合評価 
・理容科の魅力推進に関しては、ホームページを工夫して発信したり、難聴学級のある地域
の中学校を訪問してPRをしたりしたことで、人数は少ないが入学する生徒を確保できた。 

・乳幼児教育相談においては、土曜日学習会等を定期的に行ったことで参加者も増え、幼稚
部への入学希望者が増えた。 

・業務改善、働き方改革に関しては、定時退勤日の推進、時差出勤の導入、個別面談の実施
等により、昨年度より時間外勤務時間を減らすことができた。 

・職員の専門性の向上に関しては、自立活動の研修は内容等も充実していたが、「くまろう
自立活動段階表」を実際に活用して自立活動の授業を行うことが難しかった。聴覚障がい
教育における自立活動について、専門性を高めていく必要がある。 

・進路指導に関しては、キャリアパスポートの運用確認や進路ニュースの発行等はできたが
全学部を通した進路指導計画作成が難しかった。また、重複障がい学級の児童生徒の進路
指導の在り方や保護者への進路に関する啓発等も充実していく必要がある。 

・いじめ防止に関しては、アンケートで「いじめはいけない」と回答した児童生徒が83％に
留まっており、徹底した指導が必要である。 

 

６ 次年度への課題・改善方策 
・幼児児童生徒数が減少する傾向があるため、理容科を筆頭に、本校の魅力をホームページ
等で発信していく機会を増やす。 

・業務改善、働き方改革に関しては、時間外勤務時間を減らすことができるように、次年度
も業務の平準化に取り組み、定時退勤の推進、時差出勤の活用、学校の解錠時刻の変更等
を行っていく。 

・聴覚障がい教育における自立活動の充実のため、「くまろう自立活動段階表」を活用した
授業実践に取り組む。 

・進路指導に関しては、全学部を通した進路指導計画を作成し、学部毎に身に付けるべき力
を明確にできるようにする。また、重複障がい学級の児童生徒への進路指導の充実を目指
し、小・中・高の担当職員の連携を深め、保護者への啓発を深める。 

・児童生徒が「いじめは許されない」という意識を高めるように、指導を徹底すると共に、
教師が子どもたちと向き合う時間を確保できるようにしていく。 

・福祉子ども避難所については、熊本市と連携して、訓練実施に向けて計画をする。 



・職員が「デフデザイン」を大切にする意識をもつことができるように、普段からろうの保
護者や職員と話しやすい環境作りを行っていく。 

 

 
 
 
 
 


